
提供型特定生殖補助医療に係る情報等の流れについて（イメージ図）

→：精子・卵子の提供から子の出生を確認するまでの情報等の流れ
→：子が自らの出自に関する情報を知りたいときの情報等の流れ

（提供者の氏名・住所・生年月日・
個人番号等の情報、個人非特定情報）

あっせん機関

夫婦

【精子・卵子の供給を行ったとき】
提供者の同意書、氏名・住所・
生年月日・個人番号等の情報、

個人非特定情報、
死亡等の場合の氏名開示に
同意するかどうかの確認書

【懐胎を確認したとき】
夫婦の同意書、

氏名・住所・生年月日
・個人番号等の情報

マッチング マッチング

【精子・卵子を提供するとき】
提供者の同意書、

死亡等の場合の氏名開示に
同意するかどうかの確認書

【提供型特定生殖補助医療を受けるとき】
夫婦の同意書

※夫婦等の同意書は、
親子関係に関する紛
争があり必要な場合
にセンターが開示

認定実施医療機関

提供者の情報の求め

子に提供する情報についての
回答

提供者の回答を通知

自らの情報を保存しているかの確認の求め

情報の保存の有無を回答

情報を子に提供することの
要請

認定供給医療機関

（夫婦の氏名・住所・
生年月日・個人番号
等の情報）

出産する
医療機関等精子・

卵子の
提供者

子が出生
したか
調査

（精子・卵子を識別する
ために必要な情報）

（精子・卵子を識別する
ために必要な情報）

【子の出生を確認したとき】
子の氏名・住所・生年月日
・個人番号等の情報

【子が出生したとき】
子の氏名・住所・生年月日
・個人番号等の情報

（精子・卵子を識別する
ために必要な情報）

提供前：その者の
提供精子・卵子に
より懐胎に至った
回数の確認

個人非特定情報の求め

個人非特定情報(身長、血液型、年齢等)を開示

（国が委任）

成年に
達した
子

提供者死亡等の場合の氏名開示の求め

提供当時に提供者の同意があれば、氏名を開示

供給前：当該
提供者の生存
確認

個々のあっせん
に関する情報

国立成育医療
研究センター

（精子・卵子を識別する
ために必要な情報）


